
問い合わせ先: uchiyamak@fc.jwu.ac.jp

らいてうが市川房枝らとともに立ち上げた新婦人協会（1919年結成発表、1922年解散）

は、女性の政治集会参加を禁じた治安警察法第５条の改正を実現させた。かつて女性が

自由に文芸作品を発表できる場として『青鞜』を立ち上げたらいてうが、この時期、社

会的運動に取り組むに至った経緯や活動の内容について、その後の婦人参政権運動との

関わりも展望しつつ、社会的背景や個人としての経験という観点から考える。

〈対象〉
学生・教職員
一般の方

差波 亜紀子 先生

日本女子大学総合研究所研究課題79

「日本女子大学の草創期における欧米思想の受容
－女性の自立と平和の結びつきをめぐって」

2024年3月2日(土) 13:00～14:30

目白キャンパス百年館低層棟5階
505教室開催 (事前に予約は必要ありません）

講師

主催

日時

場所

（日本女子大学文学部教授）

平塚らいてうと新婦人協会


